
0

【総合的な交通戦略に基づく施策の展開に向けて】

社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会

都市計画部会 都市交通・市街地整備小委員会

資料－ ３

１．総合的な交通戦略における議論のポイント

２．総合的な交通戦略とは．．．

３．総合的な交通戦略の内容

４．総合交通戦略の立案、策定、運営方策の考え方

５．公的支援のあり方
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１．総合的な交通戦略における議論のポイント

コンパクトなまちづくりへの転換が審議会などでは提言されていたが、地方公共団体を始め、社
会的に浸透していかなかった
総合的な交通戦略の策定・実施体制が明確になっておらず、システムを具体化するまでにはい
かなかった

急激な人口の高齢化や人口減少が現実のものとして認識されてきた

社会的背景の激変により、コンパクトなまちづくりの必要性および交通が表裏一体であることが、
社会的に浸透し、理解を得られるようになってきた

①総合的な交通戦略の内容、策定方法の具体化

総合的な交通戦略の目指すもの、ポイントを踏まえた、戦略の具体的な内容や立案・策定のあ
り方

②総合的な推進方策が取り入れ始められている

地方公共団体や交通事業者等の都市交通施策関係者の責任と役割、立案・策定・実行の体制
や手続き、確実な実行を担保するルールのあり方
協議会方式を基本に、利用者、市民を含む各主体の合意形成と、より積極的な参画を促す仕組
みのあり方
都市交通に関する施策が総合的に推進されるよう、ハード、ソフト施策を包含した総合的な補助
制度等の推進方策

（１）総合的な交通戦略の取組が進展しなかった背景

（２）近年の主な動き
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２．総合的な交通戦略とは...

① 需要追随型から目標達成型への転換

（１）総合的な交通戦略として目指すもの

成長期の都市交通政策の展開 人口減少、超高齢社会における都市交通政策の展開

（社会経済の動向）

急激な人口増加

都市への急激な人口集中

経済市場の拡大

右肩上がりの経済成長

（社会経済の動向）

人口減少・超高齢社会の進展

都市への人口集中の沈静化

公共の投資余力の減退

低経済成長、都市化から都市型社会へ

（都市交通部門の課題）

人口の増加、人口集中に対応したインフラ整備

交通需要に拡大に見合った容量の拡大

● 量的不足の効率的解消が成果に直結

（都市交通部門の課題）

量的ストックはある程度の水準まで達成

量的拡大による効果は低減傾向

ハード施策とソフト施策が一体となった効率的・重点的な施策展開

交通需要に対応した

都市交通施策の展開

（ 需要追随型 ）

目指す将来都市像を

実現する都市交通施策の展開

（ 目標達成型 ）
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② 「目標達成型」への転換の考え方

右肩上がりの成長・拡大基調が前提

長期目標の需要は大きな伸びを予測

その結果から不足する交通施設を都市

交通マスタープランに位置づけ

計画に沿った事業の進捗・達成状況を

評価軸として点検

既存マスタープラン等を再点検

社会経済状況の変化へ柔軟に対応

新たな施策整備に加え、既存ストックの有効活

用、再構築等を重視

時間軸を考慮した評価・改善のシステムを導入

市民、交通利用者の視点から、よりわかりやすい

アウトカム指標を設定し目標の達成度を点検

○短期～中期的に達成すべき政策目標を明示し、その実現に必要な交通施策と関連する
施策を組み合わせた「総合的な交通戦略」に基づく取組に重点を移す

○戦略の実施にあたっては、公民協働による多様な主体との連携を軸に「総力戦」での取
組を基本

従 来

《既往計画の再点検》

これから

《総合的な交通戦略の推進方策》

都市交通計画の策定プロセス
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③ パッケージアプローチによる総合的な取組

～総力戦により都市交通に関係する諸施策の着実な実行～

都市交通の課題に適切に対応するには、都市交通と密接に関連している「まちづくり」と一体と
なって必要施策を総合的・一体的に実施することが必要

このため、都市交通に関係する全ての主体が共通の目標のもとに、連携・連動し、必要な施策
を総合的に組み合わせて施策を推進するパッケージアプローチ型の取組が重要

事業のスピード感を重視し、重点的かつ効率的な施策の展開が重要

諸条件の変化に機敏に対応するため、柔軟性を常に考慮した計画づくりに努める

都市交通に係る
総合的な取り組み
（施策のパッケージ化）

■ 安全・安心な社会の確立

■ 少子・超高齢社会への対応

■ 地球環境問題への対応

■ ユニバーサルデザインの実現

都市交通の主要課題

■ 中心市街地等における都市の
活力の再生

※ これまでは、マスタープランの段階では、

関係者間の合意が図られていても、事
業実施段階で関係者間の調整が整わ
なわないことがままあった

関係機関の連携強化

・地方公共団体（特に市町村）

・ 道路管理者

・ 交通事業者

・ 土地利用計画担当

・ 地域住民、NPO など

・ 事業スピードを重視
・ 重点的かつ効率的な
施策展開

ベベ スス トト

ミックスミックス
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都心の育成及びアクセス性の向上

レディング市のLTPにおけるパッケージ・アプローチ
レディング市においては、地方計画の関係者は、地方公共団体、バス会社、（自治体の100％
出資会社）、及び警察のみ

このため、レディングバラ（県レベルの自治体）が中心になって、ＬＴＰを策定しパッケージアプ

ローチを推進

ハード施策
＜都心周辺＞
・レディング駅の整備
・フリンジパーキングの整備
・都心循環バスの導入
＜都心～郊外＞
・MRTの整備
・高速道路、橋梁の維持、管理
＜郊外＞
・バスサービスの改善
・P&R駐車場の整備

ソフト施策
＜都心周辺＞
・ 都心部の車乗り入れ規制と
歩行者専用化
・ 都心環状道路の一方通行化
・ 鉄道、バスのリアルタイム情報の提供
・ 歩行者ナビゲーションシステムの運用
＜市全体＞
・ 都市交通マネジメント＆コント ロール
システムの運用

英国レディング市の都心交通に関わるパッケージ施策

（２）英国におけるパッケージアプローチの具体例

英国では、ＬＴＰ（地方交通計画）に基づき、「施策」、「実施主体」、「中央政府からの地方政府へ
の補助金」の３点について、各々パッケージ化された取組を展開

５
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③パッケージ・アプローチの仕組み
• 地方政府が交通に関する補助金を得る枠組み
• パッケージの内容は、公共交通、自転車、徒歩を強化する総合的な交通を強調
• パッケージを戦略的に実現するため、計画期間は5年間。計画期間途中で（中央 政府と協議の

上）修正も可能

• 補助金は、地方の目標に合致する範囲で使途の変更が可能
• 中央政府は、地方から提案された施策をパッケージとして審査、採択の可否を決定
• 中央政府からパッケージの内容が認められた場合、地方政府は起債が可能

地方政府が交通投資のため借入できる金額を認める許可をCredit Approval（CA）

①導入の背景
• 英国における地方交通への問題意識

少子高齢化、低密な都市の拡大、中心市街地の衰退、公共交通の衰退、地球環境問題の
顕在化など

パッケージアプローチが導入前は、交通投資が道路に偏重し、それ以外の施策への投資
がおろそかに

②パッケージ・アプローチの考え方
• 以下の3点をそれぞれパッケージで考える

「施策」
（政策目標を達成するために必要な様々な交通投資を適切に組み合わせた施策群）

「実施する主体」

「中央政府から地方政府に出す補助金」（ＬＴＰに基づき推進）

（３）英国におけるパッケージアプローチについて

６
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① 交通を利用する人の視点から見た取り組み

高齢者をはじめ、交通を利用する人の視点に立ち、徒歩、自転車、公共交通等の複数の交通手段を対象とし
て、移動の連続性（物理面、時間面、経済面、心理面）の強化、必要なサービス水準達成のための整合性が
確保された取組を徹底

② 市町村の主導による「最適なパッケージ」の追求

行政（特に市町村）が主体となって、限られた資源を有効活用した望ましい都市交通を実現

行政が政策目標を明確にした上で、まちづくりと一体となった都市交通システム全体の効率性、実現性が最
適なものとなるよう、施策パッケージとして、都市交通システムを提案、協議していくことが重要

都市交通に関連する交通事業者、施設管理者等の全ての主体が役割分担を明確にした上で連携・連動し、
一体的な都市交通システムを実現することが重要

その際、民間だけでは整備・運営が困難な路線については、公共性、公益性を見極めた上で公共による支援
や地域による支援を行なうなど、新たな公民のパートナーシップも重要

③ 関係者間の連携と役割分担による確実な実現 ～新たな公民のパートナーシップの構築も

（１） 総合的な交通戦略のポイント

３．総合的な交通戦略の内容

④ 選択と集中

都市の将来像と目標（必要な都市交通のサービス水準）の達成を念頭に、効果の高い施策を選択し、集中的
に推進することが重要

⑤ 計画・実施し、評価・改善を続ける仕組み（評価・改善システム）

都市交通システムを利用する人の視点に立って、継続的に事業の進行管理や評価・改善を行い、最適な状態
となるように的確に改善を続けることが必要

⑥ 国による支援

交通戦略に基づく施策の推進が円滑に進められるよう、国による総合的・一体的な支援が必要
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都市交通の課題を解決し、目指すべき都市の将来像を実現するためには、総合的な交通戦略
において、必要な都市交通のサービスレベル、施策パッケージ、実施プログラムを計画要素とす
ることが必要

行政界
都市圏

鉄
道

中心市街地

交通結節点整備

：パークアンドライド

公共交通機関相互の
同一ホーム乗換施設

LRT・BRT等の公共交通導入

：サイクルアンドライド

歩行者空間Ｐ＆Ｒ

Ｃ＆Ｒ

Ｐ＆Ｒ

Ｃ＆Ｒ

駅Ｔ

Ｔ

Ｔ

：トランジットセンター

バス専用レーン

賑わいある歩行者空間

自転車道

ＬＲＴ
BRT

バス ＬＲＴ

コミュニティバス

★

★
★
市役所

基幹病院

大学

Ｔ ：トランジットセンター

バス路線再編
自転車道
整備バス路線再編

ＬＲＴ :  次世代型路面電車
ＢＲＴ： 専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ

行政界
都市圏

鉄
道

中心市街地

交通結節点整備

：パークアンドライド

公共交通機関相互の
同一ホーム乗換施設

LRT・BRT等の公共交通導入

：サイクルアンドライド

歩行者空間歩行者空間Ｐ＆ＲＰ＆Ｒ

Ｃ＆ＲＣ＆Ｒ

Ｐ＆Ｒ

Ｃ＆Ｒ

駅ＴＴ

ＴＴ

ＴＴ

：トランジットセンター

バス専用レーン

賑わいある歩行者空間

自転車道

ＬＲＴ
BRT

バス ＬＲＴ

コミュニティバス

★

★
★
市役所

基幹病院

大学

ＴＴ ：トランジットセンター

バス路線再編
自転車道
整備バス路線再編

ＬＲＴ :  次世代型路面電車
ＢＲＴ： 専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ

総合的な交通連携のイメージ

徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られ、交通円滑化、

利便性向上、モビリティの確保を実現

（２）総合的な交通戦略の計画要素

戦略実施プログラム

必要な都市交通サービスレベル

施策パッケージ

総合的な交通戦略

都市の将来像

目標：将来像を実現するために

ハ ー ド ソ フ ト

施策パッケージ

○歩行者・自転車環境
環境
○LRTや多様なバスの
走行空間整備
○交通結節点改善
○駐車場整備
○交差点改良 等

○歩行者・自転車・自動
車・公共交通の適正分
担のためのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

○バス路線再編による利
便性確保と効率的運営

○戦略実施に伴う社会
実験等
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対象区域は、都市圏レベル、都市レベル、中心市街地等の特定の課題のある地区など、対象と
する交通問題に対応して設定することが望ましい。

総合的な交通戦略の実現性を高めるためには、関係機関の協力のもと、責任を持って戦略を推進できる
区域とすることが重要

戦略が単に計画に終わることなく、実効性ある施策パッケージとして展開されるためには、地方自治体の
首長がリーダーシップを発揮できる区域であることが重要

複数の市町村にまたがる都市圏レベルの場合には、政策の推進に関する意志決定や責任が明確な組織
体制が必要

さっぽろ都心交通計画の対象区域 熊本都市圏都市交通アクションプログラムの
対 象 区 域

＜札幌都心選定の理由＞
札幌都心部は、北海道の顔といえる地区であり、 市民のみならず観光客など

来街者のためにも快適な歩行環境と円滑な自動車交通を共に実現し，魅力的で
活力ある都心再生のための交通施策の展開が求められると「市」が判断したため。

（３） 対象区域の考え方

９
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目標年次は、効果の早期発現への期待、実施に要する期間、関連する計画の目標年次、国に
よる支援制度の計画期間等を考慮して、概ね5年から10年後とすることが望ましい

比較的短期間に効果を発揮することが必要

プログラムに基づき、施策を着実に展開するには、５年から１０年程度以下とすることが望ましい

まちづくり交付金や地方道路整備臨時交付金等の助成制度の計画期間は、3年間から5年間程度

交通施設整備や施策の実現には、数年間を要する場合が多いため、5年から10年程度は必要

総合的な交通戦略に関連する計画の目標年次は２０年程度

総合的な
交通戦略

都市交通
マスタープラン

見
直
し

概ね5年間

必要に応じて見直し

評
価
改
善

概ね5年間

概ね5年間

概ね5年間

策
定

概ね10年間 概ね10年間

概ね20年間目標

施策

事業

策
定

（４）目標年次の考え方

評
価
改
善

策
定

目標

施策

事業

必要に応じて見直し

策
定

目標

施策

事業

策
定

目標

施策

事業

第１ サイクル 第 ２ サイクル

完
了

必要に応じて
見直し

完
了

必要に応じて
見直し
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都市構造の目標にあわせた政策目標を定める

目標期間中に達成すべき政策目標をわかりやすいアウトカム指標を用いた数値目標を設定す
ることが重要

アウトカム指標に加え、アウトプット指標による数値目標を設定することも有効

戦略を円滑に実現するには、市民や関係機関の理解と協力を得られる環境を醸成することが不可欠

そのためには、市民や関係機関と目標の共有化を図ることが重要

また、従来用いられてきたアウトプット指標は、戦略の実施状況の把握や戦略の進捗管理に活用可能なこ

とから、アウトプット指標を用いた目標設定もあわせて行うことが有効

（５）目標設定・アウトカム指標の考え方

豊田市交通まちづくり行動計画 （豊田市総合交通戦略）

◆中心市街地への来訪者を1.5倍まで増加
◆中心市街地への来訪者を5%増加
◆中心市街地オフィス人口を5%増加

中心市街地活性化

◆さらなる二酸化炭素排出量の削減

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,400万人以上）（２０１６年）
◆隣接する支所間を30分以内で移動できる道路整備

◆公共交通利用促進やエコドライブなどにより
二酸化炭素排出量を16,000t削減（２００８年）

環境

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,000万人以上）

交 流

◆交通事故（死傷事故）を1/2に削減◆交通事故（死傷事故）を20％削減交通事故

◆公共交通の利用者を現状の2倍まで増加◆バスの利用者を現状の1.5倍まで増加公共交通

◆朝のマイカー通勤時間を現状の1/2に短縮◆朝のマイカー通勤時間を現状から4割短縮渋 滞

2025年目標2010年目標基準年：2001年

◆中心市街地への来訪者を1.5倍まで増加
◆中心市街地への来訪者を5%増加
◆中心市街地オフィス人口を5%増加

中心市街地活性化

◆さらなる二酸化炭素排出量の削減

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,400万人以上）（２０１６年）
◆隣接する支所間を30分以内で移動できる道路整備

◆公共交通利用促進やエコドライブなどにより
二酸化炭素排出量を16,000t削減（２００８年）

環境

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,000万人以上）

交 流

◆交通事故（死傷事故）を1/2に削減◆交通事故（死傷事故）を20％削減交通事故

◆公共交通の利用者を現状の2倍まで増加◆バスの利用者を現状の1.5倍まで増加公共交通

◆朝のマイカー通勤時間を現状の1/2に短縮◆朝のマイカー通勤時間を現状から4割短縮渋 滞

2025年目標2010年目標基準年：2001年

６ つ の 目 標 設 定

１１
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４．総合的な交通戦略の立案、策定、運営方策の考え方

透明性、客観性を高める立案、策定プロセスを採ることが重要

近年の公共事業に対する様々な批判を真摯に受け止め、市民をはじめとする関係者全体に理解と協力を

得ることが、総合的な交通戦略を円滑に実施し、目標を達成するために極めて重要

そのためには、総合的な交通戦略の検討、策定の手続きやプロセスの透明性や客観性を確保することが

必要

その際、実施可能な複数のパッケージ代替案を必要に応じて比較検討することが望ましい

総合的な交通戦略の策定フロー

検討結果と
プロセスの
公表

市

民

協議会における
関係者間の調整

政策目標の設定

目標年次及び対象区域の設定

都市交通サービス水準の目標設定

目標達成のための施策パッケージの設定

アクションプログラムの設定

総合的な交通戦略の実行

市民意見等
の聴取・戦略
への反映

評価

（１）総合的な交通戦略の立案、策定プロセス

社会実験による実証社会実験による実証
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策定・実施の体制は、全ての都市交通関係主体が参画する協議会方式を基本とし、関係主体が
それぞれの責任を明確にして着実に施策を展開していく仕組みを構築することが重要

施策の実効性を担保するためには、全ての参加主体が将来の都市像とそれに基づく目標を共有

戦略の策定段階から全ての関係者が参画した体制（協議会等）を確立し、戦略の進行管理、運営までを担うこと

が望ましい

戦略に盛り込まれた施策パッケージを着実に実行していくには、実施主体の責任を明確にすることが重要

（例えば、協定等を締結し、責任の所在を明らかにした上で、施策を推進）

（２）総合的な交通戦略の策定・実施の体制

交通戦略の策定・

推進スキーム

都市・地域が目指す総合的な交通の姿を実現

戦略の実施・進捗管理

○関係者が、戦略の実行を担保し実践
○戦略に基づく施策を目標期間内に実施

①協議会等において関係者が一丸となった戦略を策定

②都市・地域が目指す姿を実現するため、総合的な交通のあり方、必要となる
施策、実施プログラムなどについて検討

戦略の立案

戦略の策定（施策例示）

○ハード施策
→歩行者・自転車環境改善、ＬＲＴや多様なバスの走行空間整備、交通結節
点改善、駐車場整備、交差点改良等

○ソフト施策
→徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担のためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
→バス路線再編による利便性確保と効率的運営
→戦略の実施に伴う社会実験

都道

府県 市町村 警 察

協 議 会

関 係
者 等

道 路
管理者

交 通
事業者

地元
団体

都市・地域が目指す総合的な交通の姿を実現都市・地域が目指す総合的な交通の姿を実現

戦略の実施・進捗管理

○関係者が、戦略の実行を担保し実践
○戦略に基づく施策を目標期間内に実施

①協議会等において関係者が一丸となった戦略を策定

②都市・地域が目指す姿を実現するため、総合的な交通のあり方、必要となる
施策、実施プログラムなどについて検討

戦略の立案

戦略の策定（施策例示）

○ハード施策
→歩行者・自転車環境改善、ＬＲＴや多様なバスの走行空間整備、交通結節
点改善、駐車場整備、交差点改良等

○ソフト施策
→徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担のためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
→バス路線再編による利便性確保と効率的運営
→戦略の実施に伴う社会実験

都道

府県 市町村 警 察

協 議 会

関 係
者 等

道 路
管理者

交 通
事業者

地元
団体

都道

府県 市町村 警 察

協 議 会

関 係
者 等

道 路
管理者

交 通
事業者

地元
団体
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戦略の継続的な実施には、「戦略を策定した後（Plan）、施策実施・管理運営（Do）、評価
（Check）、施策体系の柔軟な見直し（Action）」という一連の流れを実行する継続的で透明性の
高い仕組みの確立が必要

評価（Check）段階においては、その客観性、透明性、公正さを高めるために、第三者機関を活
用することも考慮

都市の目標を着実に達成するためには、都市交通を取り巻く状況の変化や施策の進捗状況等に柔軟に

対応するとともに、緊急性、実効性を吟味して必要な施策に集中的に投資する取組を継続的に行うことが

重要

戦略実施に対する市民や関係主体の理解と協力を得て、戦略を推進する継続的な取り組みを行うには、

実施された施策の評価をできるだけ客観性、透明性高く、公正に行われることが重要

施策実行時における評価の考え方 ： 豊田市交通まちづくり行動計画（豊田市総合交通戦略）

（３）評価・改善の仕組みの確立

PDCAサイクル

１４
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しっかりした将来ビジョン ・ 具体の目標を立てて ・ ITSやTDMを活用し ・ 総合的な交通対策を行う

交通まちづくり行動計画（5ヵ年計画）

③環境（環境負荷の小さい交通）③環境（環境負荷の小さい交通）

④魅力・活気・交流
（街の魅力と盛んな交流を支援する交通）

④魅力・活気・交流
（街の魅力と盛んな交流を支援する交通）

市民や企業と共働して人と環境にやさしい先進的な交通まちづくりを進める。

豊田市交通まちづくり行動計画（概要版）
（豊田市総合交通戦略）

ソ

フ

ト

施

策

Ｔ
Ｄ
Ｍ
と
Ｉ
Ｔ
Ｓ
の
導
入

かしこいク
ルマの使い
方施策
（主にTDM
に施策）の
推進

将来土地利
用と一体と
なった交通
基盤の形成

かしこい交通行動を支援する
ITS（STAR☆T21）の推進

環境に配慮した
交通ライフスタ
イルの変革
（モデル事業の
導入による市民
意識の醸成）

モデル事業により交通施策を牽引

●市民、企業、行政のパートナーシップ

●市民の交通ライフスタイルの変革

（意識改革、動機付けを推進）

●モデル事業を通じPDCAｻｲｸﾙを確立
（行動計画の実行を牽引）

●４つのモデル事業

1.通勤時交通需要マネジメント

2.香嵐渓秋季交通対策

3.中心市街地来訪者交通対策

4.交通安全対策

②安全・安心（人にやさしい交通）②安全・安心（人にやさしい交通）

未来を描く 具体目標を立てる

～理念～

人と環境にやさしい

交通まちづくり

世界に誇れる

「かしこい

交通社会」

を目指して

世界に向けて情報発信

交通モデル都市

の実現

実施プラン作り モデル的な取り組み 実施体制作り 評価改善

ITS・TDM施策は各課題を横断的に網羅ITS・TDM施策は各課題を横断的に網羅

交通まちづくりビジョン2025（平成17年7月）

《展開イメージ》

ハ

ー

ド

施

策

①選択性のあ
る交通基盤
形成を目指
した公共交
通網の整備

②周辺都市と
の交流を活
発化するた
めの道路基
盤の形成

③楽しく歩け、
自転車に乗れ
る自転車･歩
行者空間の
整備ﾈｯﾄﾜｰｸ化

＜公共交通網系＞ ＜道路網系＞ ＜自転車･歩行者系＞

新しい２１世紀型の車の使

い方、あるいは生活のあり

方を豊田市で実現し、その

成果を世界に発信できるよ

うにします。

（参考）

６
つ
の
目

標

設

定

◆中心市街地への来訪者を1.5倍まで増加
◆中心市街地への来訪者を5%増加
◆中心市街地オフィス人口を5%増加

中心市街地活性化

◆さらなる二酸化炭素排出量の削減

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,400万人以上）（２０１６年）
◆隣接する支所間を30分以内で移動できる道路整備

◆公共交通利用促進やエコドライブなどにより
二酸化炭素排出量を16,000t削減（２００８年）

環境

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,000万人以上）

交 流

◆交通事故（死傷事故）を1/2に削減◆交通事故（死傷事故）を20％削減交通事故

◆公共交通の利用者を現状の2倍まで増加◆バスの利用者を現状の1.5倍まで増加公共交通

◆朝のマイカー通勤時間を現状の1/2に短縮◆朝のマイカー通勤時間を現状から4割短縮渋 滞

2025年目標2010年目標基準年：2001年

◆中心市街地への来訪者を1.5倍まで増加
◆中心市街地への来訪者を5%増加
◆中心市街地オフィス人口を5%増加

中心市街地活性化

◆さらなる二酸化炭素排出量の削減

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,400万人以上）（２０１６年）
◆隣接する支所間を30分以内で移動できる道路整備

◆公共交通利用促進やエコドライブなどにより
二酸化炭素排出量を16,000t削減（２００８年）

環境

◆観光入り込み客数のさらなる増加
（1,000万人以上）

交 流

◆交通事故（死傷事故）を1/2に削減◆交通事故（死傷事故）を20％削減交通事故

◆公共交通の利用者を現状の2倍まで増加◆バスの利用者を現状の1.5倍まで増加公共交通

◆朝のマイカー通勤時間を現状の1/2に短縮◆朝のマイカー通勤時間を現状から4割短縮渋 滞

2025年目標2010年目標基準年：2001年

■交通渋滞対策
■公共交通対策

■交通渋滞対策
■公共交通対策

■環境対策■環境対策

■市街地活性化対策
■交流促進対策
■景観対策

■市街地活性化対策
■交流促進対策
■景観対策

■交通事故削減対策
■防災・災害対策

■交通事故削減対策
■防災・災害対策

①円滑化（移動円滑化を考慮した交通）①円滑化（移動円滑化を考慮した交通）

豊田市ITS推進会議豊田市ITS推進会議

豊田市公共交通会議豊田市公共交通会議

交通まちづくり推進協議会

モ
デ
ル
事
業
部
会

モ
デ
ル
事
業
部
会

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

豊田市交通まちづくり行動計画に基
づき、10のプロジェクトを推進

市民･企業･行政のパートナーシップ
により４つのモデル事業を推進

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

渋滞・環境対策部会渋滞・環境対策部会

香嵐渓秋季交通対策部会香嵐渓秋季交通対策部会

中心市街地来訪者交通対策部

会

中心市街地来訪者交通対策部

会

交通安全対策部会交通安全対策部会

豊田市ITS推進会議豊田市ITS推進会議

豊田市公共交通会議豊田市公共交通会議

豊田市ITS推進会議豊田市ITS推進会議

豊田市公共交通会議豊田市公共交通会議

交通まちづくり推進協議会

モ
デ
ル
事
業
部
会

モ
デ
ル
事
業
部
会

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

豊田市交通まちづくり行動計画に基
づき、10のプロジェクトを推進

市民･企業･行政のパートナーシップ
により４つのモデル事業を推進

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

モ
デ
ル
事
業
部
会

モ
デ
ル
事
業
部
会

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

交
通
ま
ち
づ
く
り
推
進
本
部

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

10のプロジェクト

●通勤時交通需要マネジメント

●香嵐渓秋季交通対策

●中心市街地来訪者交通対策

●渋滞対策

●交通安全対策

●ITS推進

●公共交通対策

●防災対策

●環境対策

●景観対策

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

協議会事務局

（豊田市交通政策課、

豊田都市交通研究所）

豊田市交通まちづくり行動計画に基
づき、10のプロジェクトを推進

市民･企業･行政のパートナーシップ
により４つのモデル事業を推進

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

豊田市交通まちづくり推進協議会
（会長 豊田都市交通研究所長 太田勝敏）

渋滞・環境対策部会渋滞・環境対策部会

香嵐渓秋季交通対策部会香嵐渓秋季交通対策部会

中心市街地来訪者交通対策部

会

中心市街地来訪者交通対策部

会

交通安全対策部会交通安全対策部会

渋滞・環境対策部会渋滞・環境対策部会

香嵐渓秋季交通対策部会香嵐渓秋季交通対策部会

中心市街地来訪者交通対策部

会

中心市街地来訪者交通対策部

会

交通安全対策部会交通安全対策部会

１５
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将来都市構造イメージ（案）

（多極［核ネットワーク型都市］）
基本的な考え方基本的な考え方

○核への機能の集約・高度化と多極（核）○核への機能の集約・高度化と多極（核）

ネットワーク型都市構造の確立ネットワーク型都市構造の確立

○鉄道・基幹バス等の公共交通の軸上に○鉄道・基幹バス等の公共交通の軸上に

重点的な集約化を推進とする重点的な集約化を推進とする

（参考）

豊田市交通まちづくり行動計画

（豊田市総合交通戦略）

《凡例》

高速道路等（地域高規格含)

インターチェン
ジ

国道（猿投グリーンロード含）

鉄道等

基幹バス

地域交通

(複合地域核へのアクセス交
通)

都　心

拠点
地域
核

地域
核

地域
核

地域
核

拠点
地域
核

拠点
地域
核

拠点
地域
核

拠点
地域
核

拠点
地域
核

地域
核

複合
地域核

名古屋方面

岐阜方面

東京方面

中部国際空港・
三重方面

新城・奥三河方面
副次
核

地域
核

拠点
地域
核

拠点
地域
核

地域
核

長野方面

伊勢湾岸道路

東名高速道路

第2東名高速道路

東海環状自動車道

猿投ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ

豊田南BP

豊田北BP

国道153号

国道155号

国道248号

国道301号

国道153号

国道419号

外環状線

豊田東IC

豊田南IC

豊田IC

豊田松平IC

豊田勘八IC

豊田藤岡IC
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５．公的支援のあり方

戦略の目的を達成するために必要な一連の施策（パッケージ施策）を総合的に推進する取組を
国が一体的に支援することが必要

その支援制度は、都市交通を取り巻く状況の変化や施策進捗状況などに柔軟に対応できる仕
組みを備えることが望ましい

■総合的な取組に対する公的支援

＜求められる支援のポイント＞

①戦略に位置付けられている施策パッケージを、できるだけ一体的かつ総合的に支援可能である

こと

その際、各モード（公共交通等）に対して十分な支援が行えるものであること

②施策パッケージに含まれているものであれば、事業間、年度間の機動的な執行が行えるなど、自

由度の高いものであること

③戦略の策定、戦略に基づく施策の推進、取組の評価と戦略の見直しの各段階に対して支援が行

えること


